
 

「広島市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画素案」に対する 

市民意見募集の結果 

 

１ 募集期間 

  令和３年１２月２２日（水）から令和４年１月２１日（金）まで 

 

 

２ 応募件数 

  ４８件（３１人） 

 

 

３ 意見への対応 

意見への対応 件数 

⑴ 意見の趣旨を計画の素案に反映させるもの ６件 

⑵ 既に意見の趣旨が計画の素案に盛り込まれているもの ２０件 

⑶ 今後の取組や事業の推進等において留意又は参考にしたりするもの ２２件 

計 ４８件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 意見要旨等 

 （１）意見の趣旨を計画の素案に反映させるもの 

番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

1 第２章 
P6 

行政の手続きは複雑であるため、簡素化にも
取り組んでいただきたい。また、行政手続をサ
ポートするようなシステムを追加して欲し
い。 
 

行政のデジタル化の推進に当たっては、単に
デジタル技術を導入するだけでなく、業務の
見直しも併せて進める必要があると認識して
おり、各取組の実施段階において並行して見
直しを進めるように考えています。 
こうした考え方を明らかにするため、御意見
を踏まえ、第２章 基本理念－⑶ 取組方針－
ア 行政のデジタル化（デジタル市役所）の推
進に、行政サービスのデジタル化とともに業
務の見直しも併せて行う旨の内容を追記しま
した。 
また、行政手続をサポートするようなシステ
ムについては、第３章 具体的な取組－⑴ 行
政のデジタル化（デジタル市役所）の推進－ア 
質の高い市民サービスの提供－(ｳ) 市民サー
ビスのデジタル化に記載しているとおり、手
続Web案内システムの導入に取り組むことと
しています。 

2 第２章 
P6 

「○○をやる」ということしか書かれていな
い。「○○をやらない」、「○○をやめる」とい
ったことが書かれていない。様々な機能を追
加したら便利になるかというと，余計にやや
こしくなるだけで悪化するケースは多々あ
る。業務・手続き・負担・分かりづらさが増え
ることになるので、「トランスフォーメーショ
ン」の言葉通り，根本から変革していって欲し
い。 

3 第２章 
P6 

全体として、既存の（アナログな）枠組みに対
してデジタルな枠組みを追加していくような
印象を受けた。これほどまでに多岐にわたる
新しい取り組みを４年で行うと、むしろデジ
タル特有の課題や複雑さが既存の問題を悪化
させてしまう懸念があると感じる。すでに広
く民間で使われているデジタル技術を選んで
導入するなど、困難な課題の発生や複雑さを
回避する施策も必要なのではないかと思う。 
デジタル化による問題の発生の回避という点
からは、デジタル化によるメリットとデメリ
ットの両方を入念に検討し、デメリットが何
なのか、それにどう対処できるのかを明確に
した文章が《期待される効果》とともに計画に
添えられているといいのかもしれない。 
 

4 第２章 
P6 

役所での手続が少し複雑でわかりにくい。 

5 第２章 
P6 
 

都市ＯＳについて簡単に記述されているが、
スマートシティーアーキテクチャの理解に基
づいた記述がほとんど見受けられない。全体
の思想として、デジタル技術でペーパーレス
化や現在の行政システムを単に時間短縮する
だけの方向を述べている様に感じる。ＤＸは、
行政の縦割り業務からアーキテクチャに基づ
いた横通しをする各種のレイヤー構造に変革
することだと思う。単に現在の業務効率化の
発想に基づいたデジタル技術を活用した業務
改善に終わられるべきではない。 

デジタル・トランスフォーメーションは、将来
の成長、競争力強化のために、新たなデジタル
技術を活用してビジネスモデルを創出・柔軟
に改変することですが、これを実現するため
には、本市のデジタル化の進展度合いに応じ
て、既存の紙などのアナログ情報のデジタル
情報への変換や業務全体のデジタル化といっ
た取組も実施する必要があると考えていま
す。 
こうした考え方を明らかにするため、御意見
を踏まえ、第２章 基本理念－⑶ 取組方針–ア 
行政のデジタル化（デジタル市役所）の推進に
ついて、アナログ情報のデジタル情報への変
換、業務全体のデジタル化を図りながら、さら
に効果的・効率的な施策を実施できる体制に
変革していくという記載に修正しました。 
なお、第３章に掲げる取組は、第２章の取組方
針に基づき、当面取り組む内容を記載したも
のです。第４章 計画を推進する体制－⑴ 推
進体制に記載しているとおり、引き続き、組織
の縦割りを超えて課題を共有しながら、社会
経済情勢の変化等に応じて取組の追加を検討
してまいります。 
また、都市 OS の構築に当たっては、御指摘の
スマートシティリファレンスアーキテクチャ
を参考に検討を進めてまいります。 



番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

6 第３章 
P27 

地域におけるデータ利活用の促進で示されて
いる部分がわかりづらく、民間・大学との連携
を含めて具体化した方がよい。 
また、デジタル化やデータを活用した地域づ
くりを実現するには、産学官におけるＤＸの
推進、人材の育成・確保が重要である。数理・
データサイエンス・ＡＩなどの教育推進など
具体的な施策を展開されることを期待する。 

御意見を踏まえ、第３章 具体的な取組－⑵ 
地域のデジタル化（デジタルシティ）の推進－
ア 地域におけるデータ利活用の促進－(ｲ) 
データを活用したまちづくり－《対応》につい
て、データを活用した地域の活性化に当たっ
ても、民間事業者や教育研究機関等と連携す
るよう記載を修正しました。 
 
 

 

（２）既に意見の趣旨が計画の素案に盛り込まれているもの 

番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

1 全般 デジタル化により便利になることもあるが、
人とのふれあいでしか得ることができないも
のもあり、デジタル化のみを進めるのではな
く、人と人のつながりも大切にするべきであ
る。 

市民のライフスタイルの多様化などにより、
行政サービスへの需要が今後確実に増加する
とともに多様化していく中、これからの行政
は、住民が抱える地域課題の解決に能動的に
関わっていく必要があると考えており、その
ためには住民とのコミュニケーションは必要
不可欠なものと考えています。 
本計画では、職員がそうした業務に専念でき
る環境を整備するため、定型・単純業務のデジ
タル化の取組を進めることとしています。 
 

2 第２章 
P4 

基本理念として『匠のまち』の実現を挙げてお
り、市民・企業・団体が情報を上手に使いこな
す職人「匠」となり、ＤＸを推進するとしてい
る。市民一人ひとりが市の共有データを自ら
能動的に使いこなせるようになることを目指
している様に受け止められるが、情報処理は
コンピュータが扱うものであり、ヒトは情報
データを意識することなく当たり前のように
活用できることを目指すものではないか。
「匠」は情報処理のエキスパートではなく、よ
り人間としての五感を研ぎ澄ませ、自由に思
い感じられるように、情報システムの方を人
間に沿うようにした社会こそが目指す方向だ
と思う。 
 
 

本市の考える「匠のまち」は、多様な主体が能
動的にデータを活用しながら、豊かな市民生
活の実現や都市の魅力向上に資する取組を展
開し、その取組がもたらす価値を意識するし
ないを問わず、全ての市民等が享受できるま
ちを表現したものです。 
こうした「匠のまち」の実現を目指し、計画に
記載している様々な取組を実施していきたい
と考えています。 

3 第２章 
P4 

『匠（TAKUMI）のまち』のコンセプトは共感で
きるが、全体としてどのように実現していく
のか分かりづらい。 
 
 

4 第２章 
P4、P6 

デジタル技術を活用することが記載されてい
るが、市民にどんな影響があるのか、何を目指
しているのかわからない。 

計画に記載している取組が市民の皆様に及ぼ
す影響については、第３章 具体的な取組にお
いて施策ごとに記載している《期待される効
果》で示しています。また、デジタル・トラン
スフォーメーションの実現によって本市が目
指していることについては、第２章 基本理念
－⑴ 基本理念及び⑶ 取組方針で示していま
す。 
本市としては、多様な主体が能動的にデータ
を活用しながら、豊かな市民生活の実現や都
市の魅力向上に資する取組を展開し、その取
組がもたらす価値を全ての市民等が享受でき
るまちとなるよう取り組んでいきたいと考え
ています。 
 



番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

5 第３章 
P8 

仕事や育児等の都合で、区役所等の開庁時間
に窓口で手続きすることが難しいため、結婚、
出産、転入、転出に際しての行政手続をオンラ
インでできるようにして欲しい。 
また、書類を受け取る必要がある場合、コンビ
ニエンスストア等で手続きし発行するなど対
応できると思われる。 

御意見にあった手続のうち、転出及び転入に
関する手続については、令和 4 年度にマイナ
ンバーカード所有者の転出届・転入予約のオ
ンライン申請が可能となるよう準備を進めて
います。 
その他の手続について、いただいたご意見を、
今後の行政手続のオンライン化における取り
組みの参考とさせていただきます。 
なお、利用者証明用電子証明書を格納したマ
イナンバーカードをお持ちであれば、コンビ
ニエンスストアにおいて住民票の写しや戸籍
証明書等を取得するサービスを実施中です。 
 
 
 

6 第３章 
P8 

区役所等に用事があっても開所時間に行くこ
とが難しいため、行政手続のオンライン化を
推進していただきたい。 
 

第３章 具体的な取組－(1)行政のデジタル化
(デジタル市役所)の推進－ア 質の高い行政
サービスの提供－(ｱ) 行政手続のオンライン
化に記載しているとおり、市民の皆様の利便
性が向上する行政手続のオンライン化を進め
てまいります。 
本市では、土曜日・日曜日などの休日及び平日
の時間外に住民票の写しや印鑑登録証明書な
どの証明書の交付を行う窓口として、市役所
サービス・コーナーを設置しています。その他
に、マイナンバーカードを利用した住民票の
写し等のコンビニ交付サービスを行っていま
す。また、転入・転出など住所変更の届出が集
中する３月末から４月初めの時期には、区役
所窓口の平日の時間延長並びに土曜日・日曜
日の半日開庁を実施しています。 

7 第３章 
P8 

行政手続をするたびに本人が行かなければな
らず、時間がかかるため、行政手続のオンライ
ン化を進めていただきたい。 
 

8 

 

第３章 
P8 

国の手続きのオンライン化が進んでいること
に対して、広島市の手続きは旧態依然である。
マイナンバーなどを活用し、行政手続のオン
ライン化を進めて欲しい。 
 
 

9 第３章 
P8 

様々な手続が時間や場所に縛られてしまうこ
とが不便である。 
 

10 第３章 
P8 

行政手続は平日かつ開庁時間に制限されるた
め不便であるため、行政手続のオンライン化
の推進を強く希望する。 
 

11 第３章 
P8 

申請をする都度、市役所に行って紙の書類を
出さなければならないことが煩わしい。 
 

12 第３章 
P8 

区役所等でしかできない手続を可能な限りオ
ンラインでできるようにシステムの設計を行
って欲しい。 
 

13 第３章 
P8 

行政手続について、役所まで行かなければな
らないので非常に不便である。 
 

14 第３章 
P8 

行政手続のオンライン化は是非推進していた
だきたい。現状、行政手続が平日しか出来ない
点に不便と感じている。オンライン化に伴い、
休日や夜間でも手続ができるようにして欲し
い。 
 

15 第３章 
P14 

行政手続のオンライン化の推進と併せて、オ
ンライン上で目的とする行政手続を見つけや
すくする、いつどの行政手続をすればよいか
簡単に探せるようなシステムを追加して欲し
い。 
 

第３章 具体的な取組－(1)行政のデジタル化
(デジタル市役所)の推進－ア 質の高い行政
サービスの提供－(ｳ) 市民サービスのデジタ
ル化に記載している手続Ｗｅｂ案内システム
の導入など、窓口での手続が円滑に行える仕
組みを導入してまいります。 
 
 
 



番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

16 第３章 
P15 

引っ越した際の行政手続がオンラインできる
ようになったら便利と思う。また、区役所で手
続きを行う際も、順番待ちの番号札の番号が
オンラインで見れるようになったら便利だと
思う。 

転出及び転入に関する手続については、令和 4
年度にマイナンバーカード所有者の転出届・
転入予約のオンライン申請が可能となるよう
準備を進めています。 
また、第３章 具体的な取組－⑴ 行政のデジ
タル化（デジタル市役所）の推進－ア 質の高
い市民サービスの提供－(ｳ) 市民サービスの
デジタル化に記載しているとおり、区役所に
おける窓口呼出し状況 Web 案内システムの運
用を行います。 
 
 

17 第３章 
P16～24 

ＤＸ化は一朝一夕にできるものではないの
で、人口の減少や情報化社会の発展などによ
り社会全体が今後なりうる状況を先回りした
施策を優先して行うべきだと思う。 
特に、「国におけるＤＸ推進の動き」にもあっ
たように、ＤＸが推進されることの背景の 1つ
として労働人口の減少があるため、行政事務
作業の自動化や自治体システムの標準化とい
った労働コスト削減・生産性向上が見込める
施策は重点的に進めるべきだと思う（労働人
口の減少による問題が起き始めてからこれら
の施策を始めても遅いので）。 
 
 
 

第３章 具体的な取組－⑴ 行政のデジタル化
－イ 効果的・効率的な行政の運営に記載して
いるとおり、先進技術の導入推進による業務
の効率化や、情報システム・情報通信基盤の強
化を進めてまいります。 

18 第３章 
P16～24 

書類管理が面倒なのですべて電子データで管
理したい。 

第３章 具体的な取組－⑴ 行政のデジタル化
に記載しているとおり、行政手続のオンライ
ン化や業務プロセスのデジタル化等を進めて
まいります。 
 
 

19 第３章 
P31 

広島市としてデジタル技術を活用して、被爆
などの平和に関する情報を広く発信すること
が重要ではないか。 

第３章 具体的な取組－(2)地域のデジタル化
(デジタルシティ)の推進－イ デジタル技術
等を活用した地域の活性化－(ｱ) 地域課題の
解決に記載している平和記念資料館のデジタ
ルガイドマップの導入など、デジタル技術を
活用した被爆の実相を守り、広め、伝える取組
を今後とも推進してまいります。 
 
 

20 第 4章 
P37 

職員のＩＴ化に対する意識やセキュリティの
意識が低いと感じている。素案の４章に計画
を推進する体制・環境の整備が記載されてい
るが、その内容は漠然としており、ＤＸの推進
が進められるように感じられない。 

本市では、目指す職員像や職員に必要なＩＣ
Ｔスキル、具体的な取組を示した「広島市ＩＣ
Ｔ人材育成基本方針」を策定し、人材育成を図
っています。また、具体的な情報セキュリティ
対策等を取りまとめた「広島市情報セキュリ
ティポリシー」を策定し、物理的・人的・技術
的な面から様々なセキュリティ対策を実施し
ています。 
第４章 計画を推進する体制・環境の整備の記
載は、これらの方針等の内容を簡潔に記載し
たものであり、今後、デジタル・トランスフォ
ーメーションを推進していく際においても、
引き続き同方針及びポリシーに基づき、適切
に取り組んでまいります。 
 
 

 

 



（３）今後の取組や事業の推進等において留意又は参考にしたりするもの 

番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

1 全般 国の定めたことを後追いしているだけなの
で、期待できない。国に従えばよいと考えま
す。 

国の計画を参考にしながらも、行政のデジタ
ル化において地域の実情や特性に即した施策
立案を実施するとともに、地域のデジタル化
においては、本市の特性を生かした取組を展
開していくように考えています。 
 
 

2 全般 ＤＸの推進はよいが、その推進の取組を広げ
るために、周知する取組も行った方がよいと
思う。 

各取組を推進する際には、庁内外への周知・広
報にも留意する必要があると認識していま
す。いただいた御意見については、計画の推進
に当たっての今後の参考とさせていただきま
す。 
 
 

3 第３章 
P8～15 

災害時における災害の状況や避難所の情報な
どが見づらい。分かりやすいようにホームペ
ージ、ＳＮＳなどで発信して欲しい。 

これまでも利用者目線に立った情報発信に努
めているところです。 
いただいた御意見については、質の高い行政
サービスの提供における今後の取組の参考と
させていただきます。 
 
 

4 第３章 
P8～15 

広島市のホームページ等で欲しい情報が見つ
けづらい。また、情報の更新が遅れていること
もあり、困ったことがある。 
 
 

これまでも利用者目線に立った情報発信に努
めているところです。 
いただいた御意見については、質の高い行政
サービスの提供における今後の取組の参考と
させていただきます。 

5 第３章 
P8～15 

広島市のＨＰをはじめとする行政のＷｅｂサ
イトを開くと、情報量に圧倒される。また、必
要な情報がリンクをたどるだけでは出てこ
ず、サイト内検索でしばらく探さなければな
らないケースが多い。ＤＸの推進と併せて、Ｗ
ｅｂサイトの改善も進めて欲しい。 
 
 

6 第３章 
P8 

行政手続のオンライン化の推進はしていただ
きたいが、推進するにあたりＵＩ※1／ＵＸ※2

に気を付けて欲しい。他の行政、民間企業のサ
ービスで機能として便利であっても使いにく
さから使用できないものがある。 
 
※1 ＵＩ：ユーザーインターフェースの略。利用者とサ

ービス等との接点のことを表す用語である。Ｗｅｂサイ

トのデザイン、フォントなど、利用者とサービス等の接点

がＵＩとなる。 

 

※2 ＵＸ：ユーザーエクスペリエンスの略。利用者がサ

ービス等から得られる体験のことを表す用語である。欲

しい情報にすぐに辿り着ける、処理速度が速いなどの利

用者のサービス等を通じての体験がＵＸとなる。 

 
 

デジタル技術を用いたサービスの提供に当た
っては、利用者の使いやすさを十分留意して
進めていく必要があると認識しています。 
いただいた御意見については、質の高い行政
サービスの提供における今後の取組の参考と
させていただきます。 
 
 

7 第３章 
P13 

オンライン手続に不慣れな層のために、窓口
の手続を無くすことはできないと思うが、窓
口にタブレット端末を整備し、入力の負担を
最小限にするなど極力滞在時間を抑える対応
をしていただきたい。 

市民の皆様の利便性向上を図るため、デジタ
ル技術を活用し、窓口での手続を円滑化する
様々な取組を進めることとしています。 
いただいた御意見（タブレット端末の整備）に
ついては、質の高い行政サービスの提供にお
ける今後の取組の参考とさせていただきま
す。 
 
 



番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

8 第３章 
P16～24 

選挙が電子投票になればよい。投票所で投票
用紙に書くのではなく、タッチパネルの画面
で候補者を選択するようにすれば、開票も不
要になる。デジタル技術を活用することで、点
字や代筆による投票をしていたケースでも、
手間が軽減できるのではないか。 

電子投票については、投票機の借り上げ経費
の高さに加え、機器のトラブルにより選挙無
効となった事例があったことや国政選挙の導
入が見送られていることなどから、普及が進
まず、現在実施している地方公共団体はあり
ません。 
一方、総務省では、タブレット端末等の汎用機
を活用することによる電子投票システムの技
術的条件の見直し等を行い、令和２年３月に
技術的条件及び適合確認実施要綱を改定して
います。 
いただいた御意見については、国や他都市の
動向等を注視しながら、今後の効果的・効率的
な行政の運営における取組の参考とさせてい
ただきます。 
 
 

9 第３章 
P25～29 

企業等の勤務時間情報などをオープンデータ
にすることで、働き方改革が推進すると思う。 

いただいた御意見については、地域における
データ利活用の促進に当たっての今後の取組
の参考とさせていただきます。 
 

10 第３章 
P25～29 
 

道路通行可否状況をリアルタイムに把握でき
るシステムがあったら便利である。 

いただいた御意見については、地域における
データ利活用の促進に当たっての今後の取組
の参考とさせていただきます。 
なお、道路通行状況をリアルタイムに把握で
きるシステムについては、例えば、一般財団法
人道路交通情報通信システムセンターによ
り、渋滞や交通規制などの道路交通情報をリ
アルタイムにカーナビに届ける「道路交通情
報通信システム(VICS)」が提供されています。 
 

11 第３章 
P25～29 

HIROSHIMA FREE Wi-Fiが広島市（8区）のあ
りとあらゆる場所で利用できるようになる
と、かなり利便性が高まる。 

HIROSHIMA FREE Wi-Fi については、原爆ドー
ム、広島城など主要観光施設、主要ターミナ
ル、商店街等で利用できるようになっていま
す。 
いただいた御意見については、地域における
データ利活用の促進に当たっての今後の取組
の参考とさせていただきます。 
 
 

12 第３章 
P25～29 

アストラムライン、電車、バスを利用するにあ
たり、駅などに人が少ない経路を探すことが
出来たら便利である。 

第３章 具体的な取組－(2)地域のデジタル化
(デジタルシティの推進－ア 地域におけるデ
ータ利活用の促進－(ｱ) データを活用したま
ちづくりに記載している都市 OSの構築によっ
て、人流や交通などの様々なデータが蓄積さ
れることにより、御意見のようなサービスの
提供につながるのではないかと考えていま
す。 
いただいた御意見については、地域における
データ利活用の促進に当たっての今後の取組
の参考とさせていただきます。 
 
 

13 第３章 
P25～29 

バスの運行状況の情報が出ていないので不便
である。 

いただいた御意見については、地域における
データ利活用の促進に当たっての今後の取組
の参考とさせていただきます。 
なお、路線バスの運行情報については、民間事
業者においてスマートフォン等でリアルタイ
ムに表示する「ひろしま公共交通ナビ『くるけ
ん』」が提供されています。 
 



番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

14 第３章 
P25 

オープンデータを活用したサービスなど、オ
ープンデータを活用してどのようなことがで
きるのか周知する必要があるのではないか。 

オープンデータの利活用の推進は、データを
活用したまちづくりを進める上での課題の一
つと認識しており、いただいた御意見につい
ては、今後のオープンデータの利活用の取組
の参考とさせていただきます。 
 

15 第３章 
P27 

アストラムライン駅周辺のにぎわいづくりに
注力していただきたい。地図データ、住民の属
性情報等のデータを活用して、現在活気がな
い場所に対して、活性化するべきだと思う。 

第３章 具体的な取組－(2)地域のデジタル化
(デジタルシティ)の推進－ア 地域における
データ利活用の推進－(ｲ) データを活用した
まちづくりに記載しているとおり、データを
活用した地域の活性化に取り組むこととして
います。 
いただいた御意見については、今後の取組の
参考とさせていただきます。 
 
 

16 第３章 
P30～36 

少子化になり市の活性が減少しているのであ
れば、広島ブランドを利用して県外から広島
商圏に客を呼ぶことを考えるべきであり、そ
れは交通の高速化にかかっていると考える。 

本市は、本計画の上位計画である広島市第６
次基本計画に基づき、活力の創出と都市の個
性の確立を目指したまちづくりとして、利便
性の高い公共交通ネットワークの構築や圏域
経済の活性化に資する産業の集積、観光の振
興に取り組むこととしています。 
いただいた御意見については、デジタル技術
を活用した地域の活性化における今後の取組
の参考とさせていただきます。 
 
 

17 第３章 
P30～36 

地域課題の解決の取組として、広島市が認定
した企業等が地域課題を解決するためのアル
バイトやボランティアを募集できるサイト、
掲示板の設立、及びその支援を行っていただ
きたい。その理由として、行政が把握できる地
域課題には限界があり、その地域課題を解決
するために企業等が提案することで詳細な地
域課題の把握が可能となる。企業等において
も、行政に地域課題を連携できる、広島市から
支援を得ることができるなどのメリットがあ
る。 
 
 

いただいた御意見については、デジタル技術
等を活用した地域の活性化における今後の取
組の参考とさせていただきます。 

18 第３章 
P32 

ＡＰＩ標準に基づいたマイクロサービスを市
民と広島市のＩＴ企業を活用したアプリケー
ション開発を盛り込んではどうか。市民の横
断的な発意を具現化できるアプリケーション
の開発を地元のＩＴ企業が素早く開発・サー
ビスすることが市の活性化につながると思
う。 
 

第３章 具体的な取組－⑵ 地域のデジタル化
－イ デジタル技術等を活用した地域の活性
化－(ｱ) 地域課題の解決に記載しているとお
り、地域課題の解決に取り組む民間事業者等
との協業に取り組むこととしています。 
いただいた御意見については、今後の取組の
参考とさせていただきます。 
 
 

19 第３章 
P32 

e スポーツの調査研究は行政として行うもの
ではなく、不要であると考える。 

近年ｅ-スポーツは、年齢、性別、障害、地域
等の壁を超えて、誰もが参加できることが着
目され、高齢者・障害者などが社会参加する福
祉の面、児童・生徒の新たな能力発揮の場や、
ＩＣＴ人材の育成などの教育の面、海外から
の参加者との国際交流の面など、新しい角度
からの効用がうたわれています。 
こうしたｅ-スポーツの社会的意義を踏まえ、
本市としてもｅスポーツの活用について調査
研究していきたいと考えています。 
 
 



番号 
該当箇所 

（頁数は素案） 
意見要旨 広島市の考え方等 

20 第３章 
P33 

市が行うべきデジタルデバイド対策は、現役
世代に合わせた市のＤＸ推進を行ったうえ
で、推進されたＤＸについていけない人をサ
ポートするような政策にするべきだと思う。 
現状のデジタルデバイド対策もむろん必要だ
が、広島市が行うべきものかは疑問に思う。 
 

本市は、計画に記載しているとおり、行政手続
のオンライン化やコミュニケーションのオン
ライン化を始め、様々な取組を積極的に進め、
市民サービスの質の向上を図ることにしてい
ます。同時に、全ての市民がデジタル化の恩恵
を享受できるよう、デジタル機器に不慣れな
市民に対して様々な機会を通して支援する必
要があると考えています。 
 
 

21 第３章 
P33 

デジタルデバイド対策について、現在より高
齢化社会となっている日本では生半可な想定
ではより格差を広げるだけになってしまうと
思われるので入念に計画した方が良いと感じ
た。 
 
 

御意見のとおり、今後、高齢化が一層進むと
認識していますが、一方で、総務省の通信利
用動向調査によると、令和２年度における 65
歳以上のスマートフォン保有率は約 70％で、
50 歳代の保有率約 96％を踏まえると、今後
も高齢者のスマートフォン保有率が上昇する
ことが予想されるなど、デジタル機器の操作
を苦にされない高齢者の方が増えることも想
定されます。 
本市としては、計画に記載しているとおり、
行政のデジタル化に関する取組を積極的に進
めるとともに、その上でデジタル機器に不慣
れな市民に対して様々な機会を通して支援し
ていくように考えています。いただいた御意
見については、デジタルデバイド対策におけ
る今後の取組の参考とさせていただきます。 
 
 

22 第４章 
P37 

デジタル化することで削減された業務にあた
っていた人員をデジタル手続き問合せ担当に
配置換えするなど、必要な人員を上手く循環
させる体制をとっていただきたい。 

デジタル技術導入の進展度合いに応じて、適
切な推進体制を構築していきたいと考えてい
ます。いただいた御意見については、計画の推
進に当たっての今後の参考とさせていただき
ます。 
 
 

 


